
○推薦委員選挙における選挙公報の発行に関する細則 

 

 

(目的) 

第 1 条 総代・推薦委員選挙規約第３条第３項の規定に基づき、推薦委員選挙における選

挙公報の発行について必要な事項はこの細則の定めるところによる。 

(発行) 

第 2 条 選挙管理委員会(以下、「委員会」という。)は、前条の選挙が行なわれるとき

は、候補者の氏名、経歴等を掲載した選挙公報（様式第 1 号）を、選挙区ごとに 1 回発

行しなければならない。 

(掲載の申請) 

第 3 条 候補者が選挙公報に自ら作成した原稿の掲載を受けようとするときは、選挙公報

掲載申請書(様式第 2 号)に掲載原稿を記載して、期日までに委員会に提出しなければな

らない。 

(発行手続) 

第 4 条 委員会は、前条の申請があったときは、原則として掲載文を原文のまま選挙公報

に掲載しなければならない。ただし、特定の個人・団体を誹謗中傷するような文言等不

適切な表現が記載されている場合においては、必要に応じて委員会にて修正を命じるこ

とができるものとし、従わない場合には当該箇所を削除した上で掲載する。 

2 選挙公報に掲載する順序は、候補者氏名の５０音順とする。 

 (配布) 

第 5 条 選挙公報は、各選挙区内の総代に対して、投票日の２週間前までに配布するもの

とする。 

(発行の中止) 

第 6 条 役員選任規約第３条３項の規定により、無投票当選となったとき又は天災その他

避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止す

る。 

 

 

附 則 

この細則は、２０１７年２月７日から施行する。 

２０１７年９月７日改正施行。 

 ２０１９年１月１０日改正施行。 

 ２０２１年１月２１日改正施行。 

２０２２年１月６日改正施行。 

２０２２年８月２２日改正施行。 

 

 



様式第1号 選挙公報 

 

選挙公報 

         

  

 

 契 
 

約 
 

情 
 

報 

都 道 府 県 
  

事 業 所 名 
 

ふ り が な 

候 補 者 名 

 

 

共 済 契 約 有 無 有  ・  無 

 事 業 認 定 取 得 日    年   月   日 

全 代 共 加 入 年 月 日    年   月   日 

※こちらの契約情報については事務局で作成しています。 

 

以下は原則として候補者から提出された原稿をそのまま掲載しています。 

 



選挙公報記載欄 

様式第 2 号 選挙公報掲載申請書 

 

選 挙 公 報 掲 載 申 請 書 

全国運転代行共済協同組合 

選挙管理委員会 御中 

記 入 日 ２０２６年   月   日 

候補者氏名 

※自署すること 

 

 推薦委員選挙における選挙公報の発行に関する細則第3条の規定により、掲載原稿を

申請します。 

 ※上記太枠内を必ず記入して下さい。 

※選挙公報上欄の契約情報は、事務局で作成します。選挙公報下欄に掲載したい内

容を下記スペースに記載してください。申請する場合には、立候補締切日までに提

出して下さい。提出が無い場合には契約情報のみが掲載されます。 

※別紙ありとした場合、下記選挙公報記載欄に加えてＡ４用紙１枚（片面）までと

してください。 

                                □ 別紙あり 


